
被
担
保
債
権
の
債
務
不
履
行

簡
易
な
引
渡
手
続
の
申
立
て

（
第
９
、
３
）

供
託
金
の
還
付
等
に
よ
る
清
算

帰属清算方式
（引渡し先行）

清
算
金
見
積
額
の
供
託

（
第
９
、
３
）

担
保
権
者
に
対
す
る
目
的
物
の

引
渡
し

帰
属
清
算
の
通
知
等

（
第
８
、
３
⑴
）

実
行
開
始
通
知
（
第
８
、
２
）

目
的
物
の
評
価

（
必
要
が
あ
れ
ば
）
実
行
前
の

保
全
処
分

（
第
９
、
２
）

受
戻
権
消
滅

被
担
保
債
権
の
消
滅※

※担保権者が通知した
目的物の価額が著しく
合理性を欠くことを主
張して、受戻権の消滅
を争うことができる
（第８、３⑸）。
また、帰属清算の通知
等後一定期間が経過す
るまでは被担保債権及
び受戻権は消滅しない
という考え方がある。
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被
担
保
債
権
の
債
務
不
履
行

客
観
的
価
額
に
よ
る
清
算
金
の

支
払
請
求

帰
属
清
算
の
通
知
等

（
第
８
、
３
⑴
）

実
行
開
始
通
知
（
第
８
、
２
）

目
的
物
の
評
価

（
第
９
、
１
）

引
渡
請
求※

（
第
９
、
４
）

担
保
権
者
に
対
す
る
目
的
物
の

引
渡
し

※担保権者
が通知した
目的物の価
額が著しく
合理性を欠
くことを主
張して、引
渡請求を争
うことがで
きる（第８、
３⑸）。

※帰属清算の通知等後
一定期間が経過するま
では被担保債権及び受
戻権は消滅しないとい
う考え方がある。
また、被担保債権は消
滅するが、担保権者が
引渡しを受けるまでは
受戻権が存続するとい
う考え方がある。

※同時履行にな
る清算金の額は、
担保権者が評価
した目的物の価
額による考え方
と目的物の客観
的な価額による
考え方がある。

※引渡しと同時
履行になるのが、
担保権者が評価
した目的物の価
額と被担保債権
額の差額の支払
であるという考
え方を採った場
合にのみ問題に
なる。

（
必
要
が
あ
れ
ば
）
実
行
前
の

保
全
処
分

（
第
９
、
２
）

受
戻
権
消
滅

被
担
保
債
権
の
消
滅

清
算
金
の
支
払

※ ※

帰属清算方式
（引渡し先行ではない）



被
担
保
債
権
の
債
務
不
履
行

簡
易
な
引
渡
手
続
の
申
立
て

（
第
９
、
３
）

供
託
金
の
還
付
等
に
よ
る
清
算

処分清算方式
（引渡し先行）

清
算
金
見
積
額
の
供
託

（
第
９
、
３
）

担
保
権
者
に
対
す
る
目
的
物
の

引
渡
し

第
三
者
に
対
す
る
処
分

（
第
８
、
４
）

実
行
開
始
通
知
（
第
８
、
２
）

目
的
物
の
評
価

（
必
要
が
あ
れ
ば
）
実
行
前
の

保
全
処
分

（
第
９
、
２
）

受
戻
権
消
滅

被
担
保
債
権
の
消
滅※

※第三者への処分後一
定期間が経過するまで
は被担保債権及び受戻
権は消滅しないという
考え方がある。



被
担
保
債
権
の
債
務
不
履
行

客
観
的
価
額
に
よ
る
清
算
金
の

支
払
請
求

第
三
者
へ
の
処
分

（
第
８
、
４
）

実
行
開
始
通
知
（
第
８
、
２
）

目
的
物
の
評
価

（
第
９
、
１
）

第
三
者
に
よ
る
引
渡
請
求
（
第

９
、
４
）※

第
三
者
に
対
す
る
目
的
物
の
引

渡
し

※担保権者
が通知した
目的物の価
額が著しく
合理性を欠
くことを主
張して、引
渡請求を争
うことはで
きない。

※同時履行にな
る清算金の額は、
担保権者が評価
した目的物の価
額による考え方
と目的物の客観
的な価額による
考え方がある。

※引渡しと同時
履行になるのが、
担保権者が評価
した目的物の価
額と被担保債権
額の差額の支払
であるという考
え方を採った場
合にのみ問題に
なる。

（
必
要
が
あ
れ
ば
）
実
行
前
の

保
全
処
分

（
第
９
、
２
）

受
戻
権
消
滅

被
担
保
債
権
の
消
滅

清
算
金
の
支
払

※ ※

処分清算方式
（引渡し先行ではない）

※第三者への処分後一
定期間の経過又は目的
物の引渡しまでは被担
保債権及び受戻権は消
滅しないという考え方
がある。


